
デジタル人材育成事業委託業務仕様書

１　業務名
デジタル人材育成事業委託業務

２　事業趣旨
本市において生産年齢人口の減少による労働力不足が予測される中、市内企業の生産性向上と労働力の確保は喫緊の課題である。
本事業は、和歌山市内で求職中の方を対象にデジタルスキル習得研修及び伴走型の就職支援を実施し、企業の生産性向上に資するデジタル人材を育成し市内企業への就職につなげることを目的とする。本事業において想定される就職先はIT企業に限ることはなく、和歌山市内の多様な業種の企業が対象である。また、職種についても、情報系の技術職に限るものではなく、営業職や事務職等の幅広い分野でデジタルスキルを用いて活躍することを目指すものである。

３　委託業務の内容
本委託業務の公募に応募する際の提案資料は、下記の内容を踏まえて作成すること。
（１）デジタルスキル習得研修
ア　受講者の募集
（ア）受講者を募集し、応募を受け付けること。定員は２０人以上とし、後述の伴走型の就職支援を実施することも考慮の上具体的な人数を提案すること。募集対象者は和歌山市在住の求職者で、市内企業への就職を希望する者とし、年齢制限は設けず、求職者の職務経験は問わないものとする。
（イ）受講者の募集にあたっては、本事業の目的及び趣旨を踏まえ、対象者が受講を前向きに検討できるような効果的な広報を実施すること。特に、想定される対象者層に適した媒体及び手法を活用し、事業の内容や意義が適切に伝わるよう配慮された広報内容とすること。また、ランディングページの作成、ＳＮＳの活用、チラシの配布等を含む広報方法及びその訴求内容について、計画的かつ具体的な提案を行うこと。
イ　受講者の選定
（ア）受講者の選定を実施すること。なお、選定の基準や方法については提案事項とする。
（イ）研修の受講に必要な機器及びインターネット接続環境については原則として受講者が各自で用意するものとするため、選定の際には受講環境を確認すること。
ウ　研修プログラムの企画・運営
　初心者向けの基礎的な内容からスタートし、専門的なデジタルスキルを段階的に学習する研修を企画・実施する。
（ア）事業の趣旨を踏まえ、市内企業においてデジタル技術を活用した業務改善や生産性向上に資する人材の育成につながるよう設計されたプログラムを提案すること。
また、デジタルツールの操作習得にとどまらず、実際の業務を想定した活用方法や業務改善の視点を含めた内容とすること。
（イ）講座回数は全２０回以上を基本とし、受講者のスキル習得及び就職につながる効果的な受講期間及び講座構成を提案すること。
エ　研修体制
（ア）講師を配置の上、オンラインによるリアルタイム配信にて研修を実施すること。あわせて、受講者が復習可能なよう、各研修のアーカイブ配信を行うこと。なお、e-ラーニングのみの形式による実施は認めない。
（イ）受講者の理解度を把握し、スキル習得を支援するための進捗管理の仕組みを明確にし、あわせて、学習上の不明点等に対応できる相談体制を整えること。
（ウ）受講者が安心して受講でき、かつ研修プログラムの受講を完了することができるよう、サポートやコミュニケーション手段（オンライン面談、チャット等）を確保し、離脱防止やモチベーション維持に資する環境を構築すること。

（２）受講者に対する伴走型の就職支援
ア　参加企業の募集
（ア）事業の趣旨に賛同し採用意欲のある企業を募集すること。参加企業の目標は３０社以上とし、募集にあたっては和歌山市と連携の上、受講者と参加企業の効果的なマッチングにつながるよう事業の趣旨、内容の周知を図りながら参加企業の開拓を行うこと。具体的な実施方法は提案事項とする。
（イ）参加企業は和歌山市内に事業所を有する企業とし、原則として正社員での雇用を前提とすること。
イ　就職支援体制
（ア）就職支援アドバイザーを１人以上配置の上、デジタルスキル習得研修と並行し受講者の意向や参加企業の募集要項を取りまとめ、受講者が参加企業へ就職するようキャリアコンサルティングを実施する。上記を踏まえ、具体的な支援体制および支援方法を提案すること。
（イ）受講者とは適宜コミュニケーションをとる体制を確保することで、受講者の就職意欲を継続し、離脱防止を図ること。
（ウ）就職者数の目標は１０人以上とする。
（エ）当事業は就職斡旋にあたらないため、企業への応募は受講者より直接行うものとする。
ウ　就職支援の企画・運営
[bookmark: _GoBack]　　　　上記のほか、参加企業と受講者のマッチングにつながる就職支援の取組みを１つ以上提案し、参加企業に就職できるような取組みを行う。

エ　その他
　原則として正社員での雇用を前提とするが、受講者が正社員以外の雇用形態を望んだ場合や、企業との合意により他の雇用形態で採用が決定した場合まで制限するものではない。

（３）月次報告の実施
事業開始後、月末ごとに進捗状況を和歌山市に報告する場を設けること（オンライン可）。和歌山市の求めに応じ報告書又は資料を提出すること。

４　事業実施報告及び効果測定
（１）事業完了後に下記の内容を含めた事業実施報告書を提出すること。
ア　受講者の進路報告
　　就職者数、受講者の就職先、雇用形態や就職先での業務内容等、就職支援の結果を取りまとめ報告すること。
イ　事業実施概要の報告
研修プログラム、広報手段、就職支援の内容等、本事業において実施した内容を取りまとめ報告すること。
ウ　受講者へのアンケート調査
　プログラム及び就職支援の満足度に関するアンケート調査を行い報告すること。
エ　参加企業へのアンケート調査
　事業に関する満足度、来年度事業への参加の意向、求めるデジタルスキル、求める人材、受講者からの応募のあった企業に対しては採用・不採用の理由等のアンケート調査を行い報告すること。
オ　事業精算書
　事業精算書を別紙様式のとおり報告すること。
（２）効果測定報告書の提出
事業実施の結果を踏まえ本事業の効果測定を行い、次年度に向けた業務改善の提案をすること。

５　対象となる経費
対象となる経費は、事業に従事する社員の賃金、通勤手当及び社会保険料等の人件費、周知広報経費、講師謝金、資料等の作成に係る印刷製本費、使用料・賃借料、その他事業を実施するために必要と認められる経費である。なお、飲食代、交際費、受講者に係る費用（旅費等）は、対象経費にあたらない。
財産の取得は原則認めないので、リース又はレンタルで対応するものとし、やむを得ず財産を取得する場合については、事前に和歌山市と協議するものとする。

６　その他
（１）本事業は、国の交付金を活用した事業であるため、会計検査院の実地検査等の対象となる場合がある。
（２）他に行っている事業と明確に区分した経理処理を行うこと。また、会計帳簿等の帳簿類は事業終了後５年間保管すること。
（３）本仕様書に定めのない事項が発生し業務の遂行上実施する必要がある場合は、和歌山市と受託者双方で協議のうえこれを実施するものとする。
（４）予算の範囲内において、自社のノウハウを生かし最大限の効果を発揮する提案をすること。
（５）提案に際しては実施要領の評価項目、評価基準及び配点を参考にすること。
（６）事業の全体において多様なデジタルツールを活用し、受講者のデジタルリテラシーの向上を図るようにすること。
（７）和歌山市情報セキュリティポリシーを遵守の上、個人情報を適切に管理すること。
（８）本業務の進捗状況については和歌山市の担当者に適宜報告すること。



































令和　　年　　月　　日

デジタル人材育成事業　事業実施報告書


和　歌　山　市　長　　あて



住　　所
名　　称
代表者名


令和　　年　　　月　　日付けで契約した委託契約により実施した「デジタル人材育成事業」が終了したので、関係書類を添えて報告します。


















（別紙）

デジタル人材育事業精算書

                                                            社名                            
（収入）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	内容（項目）
	実績金額（円）
	備    考

	市委託費
	
	

	合    計
	
	



（支出）
	内容（項目）
	実績金額（円）
	備   考

	
	
	

	小　  計
	
	

	消 費 税
	
	

	合    計
	
	






令和　　年　　月　　日

デジタル人材育成事業　効果測定報告書


和　歌　山　市　長　　あて



住　　所
名　　称
代表者名


令和　　年　　　月　　日付けで契約した委託契約により実施した「デジタル人材育成事業」の効果測定を実施したので、関係書類を添えて報告します。




